
議案第１４号  
 

秦野市水道事業水道技術管理者及び布設工事監督者に関する条例 
の一部を改正することについて 

 
秦野市水道事業水道技術管理者及び布設工事監督者に関する条例の一部を別

紙のとおり改正するものとする。 
 

平成３１年２月２５日提出 
 

秦野市長 高 橋 昌 和  
 
 

提案理由 
 水道法施行規則の一部改正に伴い、布設工事監督者の資格要件となる試験の

選択科目の一部を削除するため、改正するものであります。 
 



秦野市条例第  号  

 

   秦野市水道事業水道技術管理者及び布設工事監督者に関する条例 

   の一部を改正する条例 

 

 秦野市水道事業水道技術管理者及び布設工事監督者に関する条例（平成２４

年秦野市条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第８号中「又は水道環境」を削る。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に行われた技術士法（昭和５８年法律第２５号）第

４条第１項の規定による第２次試験のうち上下水道部門に係るものに合格し

た者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による

改正後の秦野市水道事業水道技術管理者及び布設工事監督者に関する条例第

３条第８号の規定の適用については、同法第４条第１項の規定による第２次

試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として

上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。 
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議案第１４号 秦野市水道事業水道技術管理者及び布設工事監督者に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

新 旧 

 （布設工事監督者の資格）  （布設工事監督者の資格） 

第３条 法第１２条第２項に規定する条例で定める布設工事監督

者が有すべき資格は、次の各号に掲げる資格のいずれかとす

る。 

第３条 法第１２条第２項に規定する条例で定める布設工事監督

者が有すべき資格は、次の各号に掲げる資格のいずれかとす

る。 

 (1)－(7) （略）  (1)－(7) （略） 

 (8) 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条第１項の規定

による第２次試験のうち上下水道部門に合格した者（選択科

目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。）で

あって、１年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験

を有していること。 

 (8) 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条第１項の規定

による第２次試験のうち上下水道部門に合格した者（選択科

目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択したもの

に限る。）であって、１年以上水道に関する技術上の実務に

従事した経験を有していること。 

  

  

   附 則  

 （施行期日）  

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この条例の施行の日前に行われた技術士法（昭和５８年法律

第２５号）第４条第１項の規定による第２次試験のうち上下水

道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道
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環境を選択したものは、この条例による改正後の秦野市水道事

業水道技術管理者及び布設工事監督者に関する条例第３条第８

号の規定の適用については、同法第４条第１項の規定による第

２次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であっ

て、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみ

なす。 
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                       議案第１４号資料 

 

秦野市水道事業水道技術管理者及び布設工事監督者に関する条例 

の一部を改正することについて 

 

１ 水道法施行規則の一部改正について 

 (1) 概要 

   技術士法施行規則の一部改正により、布設工事監督者の資格要件となる

技術士第２次試験の上下水道部門の選択科目のうち、「水道環境」が削除さ

れたものです。 

 (2) 公布日 

   平成３０年１２月２６日 

 (3) 施行日 

   平成３１年４月１日 

 

２ 技術士法施行規則の一部改正について 

 (1) 概要 

   国は、時代の変化に対応した高い専門性と倫理観を有する技術者の育成・

確保のための技術士の資質の向上、技術士制度の活用の促進及び技術士資

格の国際的通用性の確保を目的として、科学技術・学術審議会技術士分科

会において、今後の技術士制度の在り方について審議を行い、平成２８年

１２月に報告書「今後の技術士制度の在り方について」が取りまとめられ

ました。 

   同報告書に基づき、第２次試験の試験科目の改正など、技術士法施行規

則の一部改正が行われたものです。 

 (2) 主な改正内容 

○第２次試験の試験科目（選択科目）の改正 

２０部門９６科目に細分化されている第２次試験の選択科目について、

２０部門６９科目に見直しがなされました。 

   なお、上下水道部門については、選択科目の「水道環境」が「上水道及

び工業用水道」に統合されました。 
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新 旧 

技術部門 選択科目 技術部門 選択科目 

上下水道

部門 

上水道及び工業用水道 

 

下水道 

 

上下水道

部門 

上水道及び工業用水道 

 

下水道 

 

水道環境 

 (3) 公布日 

   平成２９年１２月２８日 

 (4) 施行日 

   平成３１年４月１日 
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